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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の １ 

の た め 教 の  

 

＜ １ ・ の の ＞  

 

１ 小・中 の （指導部・人事部）  

(1) 「 生徒の学 を るための 」の実施  

  の  

 ( ) 都教育 員 は、 ・生徒の学 の定 を し、 都にお る教育施  

 に生かす。 

 ( ) 教育 員 は、教育 や指導 法等に関 る 地 の 題及び解決  

 を にし、教育施 に生かす。 

 ( ) 学校は、教育 や指導 法等に関 る 校の 題・解決 を にし、 ・   

    生徒一人一人の学 を る。 

 ( ) 都教育 員 は、都 に対し、公立小・中学校にお る ・生徒の学 の     

    について、 く理解を める。 

  の 及び実施学年 

 ( ) 「学 指導 に されている 標や 」の実 及び「 解く 」の定  

     を するための <
しっ

・ 校 > 

  小学校第 学年 、 、 数、理 の 教    

  中学校第２学年 、 、数学、理 、 の 教  

   (  生徒の学 、学 法、学 など学 に関する や生 に 

       関する  

 ( ) 学校にお る指導 法に関する や人 な教育 の に関する  

(2) 「 生徒の学 を るための 」等についての の  

学 の 、 の ン 及び問題の 、問題 、 の 法・結 

  びに授業改 の ン に関する を 公立小 中学校等の教員及び   

  教育 員 の指導 事を対象に する。 

(3) 「 生徒の学 を るための 」 及び指導 の 成 配  

「 生徒の学 を るための 」結 の を行うことにより、 題を 

かにし、 の解決 としての授業改 の ン を した 及び授業改

の ン を かりやすく した指導 を 成し、 公立小 中学校等及び

教育 員 に配 し、学校にお る授業改 の な を支援する。 

(4) 「 都学 施 員 」の  

   都の学 施 に関する を行う 員 （ 者、 教育 員 の 

、校 の 、 の などか 成）を することにより、  

都教育 員 と 教育 員 との を する。 

(5) 都及び の学 の結 を生かした「授業改 進プラン」を した授業改
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 ( ) 学校は、教育 や指導 法等に関 る 校の 題・解決 を にし、 ・   
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 ( ) 都教育 員 は、都 に対し、公立小・中学校にお る ・生徒の学 の     
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  の 及び実施学年 
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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の 進 

公立小・中学校等において、都や の学 の結 及び 等を生かして

・生徒の学 の実 を し、 題を かにするとともに、 題に応じた

な を した「授業改 進プラン」を 教育 員 の指導の に 成し、

の実施・ ・改 の の 立を ることで、授業改 の をより一 充

実させる。 

また、 学校は、 ・生徒や 者、地域の 、都 に「授業改 進プラン」

を に公 することで、学校教育への理解と を め、学校・ ・地域が一

となって、 ・生徒の学 を る。 

(6) 学校 問の実施 

     「 生徒の学 を るための 」結 に き、学 に 題の る学校へ  

    、 、 数 数学、理 、 等を する指導 事がチームを編成して 問し、    

    指導 を行い、授業改 の を支援する。 

(7) 授業改 や学 指導に関 る 進情 の < ー ンの配 > 

      生徒一人一人の「 かな学 の定 と 」を 指して、 都教育 員  

    が する 進情 等を定 に配 して、学校や教員の教育 を支援する。 

 (8) 指導の一 の 進  

     「 かな学 」を育成する の 進に て 定した ラ ンに き、小学  

  校 数及び中学校数学での な 指導 びに中学校 での な 人  

  数・ 指導を 進し、 ・生徒の学 を る。 

 (9) 学 テップ ップ 進地域指定事業 

 数・数学及び理 に関する ・生徒の 学 の定 を るため、10  

  を学 テップ ップ 進地域として指定し、 学 定 ーによる校    

   や 授業等を した教員への支援及び 部指導員による ・生徒への 等     

   を実施する。 

 (10) 「 ー ッ ・ 」の  

「 ー ッ ・ 」を 後の や 学 でも し、一人一人の学 

    に応じた支援の一 の充実を る。 

 (11) 学 解 に た  

  ・生徒の学 に 題を える公立小・中学校を対象に、 制の や ・

生徒の学 情 の 理、 学 や ャ 教育の 進等の を うための教員を

加配するなど、学 に関する を行う。 

 の （指導部）  

(1) 「都立高校学 ン ー 」 事業 

  都立高等学校による、 校の学 ン ー の 成及び学 ン ー に  

く学 指導の実施 

都立高等学校において、「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン

ー を 成して な学 標を し、校 で ・ な指導を行う。  

また、指導と の により、授業改 と生徒の学 を る。 

) 「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン ー の 成及び 校

取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の 進 
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の実施・ ・改 の の 立を ることで、授業改 の をより一 充

実させる。 

また、 学校は、 ・生徒や 者、地域の 、都 に「授業改 進プラン」

を に公 することで、学校教育への理解と を め、学校・ ・地域が一

となって、 ・生徒の学 を る。 
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    指導 を行い、授業改 の を支援する。 

(7) 授業改 や学 指導に関 る 進情 の < ー ンの配 > 

      生徒一人一人の「 かな学 の定 と 」を 指して、 都教育 員  

    が する 進情 等を定 に配 して、学校や教員の教育 を支援する。 

 (8) 指導の一 の 進  

     「 かな学 」を育成する の 進に て 定した ラ ンに き、小学  

  校 数及び中学校数学での な 指導 びに中学校 での な 人  

  数・ 指導を 進し、 ・生徒の学 を る。 

 (9) 学 テップ ップ 進地域指定事業 

 数・数学及び理 に関する ・生徒の 学 の定 を るため、10  

  を学 テップ ップ 進地域として指定し、 学 定 ーによる校    

   や 授業等を した教員への支援及び 部指導員による ・生徒への 等     

   を実施する。 

 (10) 「 ー ッ ・ 」の  

「 ー ッ ・ 」を 後の や 学 でも し、一人一人の学 

    に応じた支援の一 の充実を る。 

 (11) 学 解 に た  

  ・生徒の学 に 題を える公立小・中学校を対象に、 制の や ・

生徒の学 情 の 理、 学 や ャ 教育の 進等の を うための教員を

加配するなど、学 に関する を行う。 

 の （指導部）  

(1) 「都立高校学 ン ー 」 事業 

  都立高等学校による、 校の学 ン ー の 成及び学 ン ー に  

く学 指導の実施 

都立高等学校において、「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン

ー を 成して な学 標を し、校 で ・ な指導を行う。  

また、指導と の により、授業改 と生徒の学 を る。 

) 「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン ー の 成及び 校
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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の学 ン ー の ーム ー への  

) 学 ン ー に く な学 指導 制の 立 

  (  学 ン ー に く 教 の指導 ・ の 成 

) 学 ン ー に く指導と の実施 

) 校 の学 の実施と  

 学 ー ン の  

教 で な指導を に実施していくことを支援するため、「都立高校学 

   ン ー 」に いた生徒の学 の定 を するための標準問題を 成

する。 成した標準問題を、 校が で することができる ー ン に

し、 校 の学 問題の 成に する。 

) 教員で 成する「都立高校学 ン ー 」学 問題 員 の  

) 業者と 同で「都立高校学 ン ー 」に いた標準問題の 成 

) 校 の学 結 の による、学 定 の 、 り し指導の実

施及び学 指導 法の改  

（2） 「校 」の 進 

 成 28 年 に指定した都立高等学校 10 校の生徒 の に応じた学 の支

援 

 部人 による学 支援 制の 及び 理  

後及び 業 等に、 部人 を し、年間 120 の学 支援を実施する。 

   学 の定 の  

) 義務教育 の 学 の定 を し、対象生徒を決定するための学  

を実施する。 

) 対象生徒の 学 の定 を するため、定 に学 等を実施する。 

(3) 「 め プロ 」の実施 

学 の定 を する高等学校において、生徒が な 標を 、進 実

に て できるように支援するための を 10 校において 行実施する。 

行校では、生徒が に学 ことを支援するために、教職員が一人一人の生徒

の進 希望や学 の を し、 に指導できる 制 くりに な支援の

り について する。 

 

 た 業 の の （地域教育支援部・指導部） 

（1）「 後 教 」の 進 

    が実施する、 た の ・ な 場 で る「 後 教 」に

お る ・学 の を支援するため、 ー ィ ー ー等の 実施や

事 の情 ・ を行う。 

   の充実 

    「 後 教 」の の中 を う ー ィ ー ーをはじめ、教育  

ー ーや ランティ 等を対象に、「地域人 の ・ 、 の 理解」

など教 や への関 り 等をテー とした の充実を るなど、

を支援していく。 
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学 の 、 の ン 及び問題の 、問題 、 の 法・結 

  びに授業改 の ン に関する を 公立小 中学校等の教員及び   
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「 生徒の学 を るための 」結 の を行うことにより、 題を 

かにし、 の解決 としての授業改 の ン を した 及び授業改

の ン を かりやすく した指導 を 成し、 公立小 中学校等及び

教育 員 に配 し、学校にお る授業改 の な を支援する。 

(4) 「 都学 施 員 」の  

   都の学 施 に関する を行う 員 （ 者、 教育 員 の 

、校 の 、 の などか 成）を することにより、  

都教育 員 と 教育 員 との を する。 

(5) 都及び の学 の結 を生かした「授業改 進プラン」を した授業改
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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

なお、 成 28 年 は を 実施した。 

   情 の充実 

    学 ・ ー ・ や地域 との交流 、学 ラ との 、地域人 

の など多様な「 後 教 」の 事 や、実 等によりまとめた「  

後 教 」の実施 や 題等について、 後 教 者 や都教 

育 員 ーム ー 等を して情 を し、 にお る「 後 教 

」の 進を る。 

成 28 年 は 55 1,155 小学校 、都立 支援学校 13 教 で実施した。 

   プログラムの充実 

を う人 を育成するため、学 や 等の を めた、年 12

の ・ な プログラムを実施する に、 プログラムを中 となって

行う教育 進員の を都 に せした を行う。こうした を じて

の充実を る を支援していく。 

(2) 「地域 」の 進 

   中学生等を対象として、学 の 立や 学 の定 を ることを とする

「地域 」に り む を支援する。 

   情 の充実 

地 の な実 事 等を し、 等を した情 を行う。 

また、関係 や 者 など様 な場を じて き を行うなど、  

にお る「地域 」の 進を っていく。 

成 28 年 は 15 で事業を実施した。 

(3) 「校 」の 進（ ） 

   成 28年 に指定した都立高等学校 10校の生徒 の に応じた学 の支

援 

   部人 による学 支援 制の 及び 理  

    後及び 業 等に、 部人 を し、年間 120 の学 支援を実施する。 

   学 の定 の  

 義務教育 の 学 の定 を し、対象生徒を決定するための学   

を実施する。 

) 対象生徒の 学 の定 を するため、定 に学 等を実施する。 

 

 教 の 指導部）  

（1） ティ ・ラーニングの 進  

 都立高等学校及び都立中等教育学校にお る学びの の を 指し、 成 28 年

に指定した「 ティ ・ラーニング 進校」15 校（第１ ）に加え、 たに 15

校（第１ ）に加え、 たに 校（第２ ）を指定し、 進校では の を行

う。 

   (  部 師を いた校 の実施 

   (  進 に り でいる高等学校や大学等の  

   (  「 ・対 で深い学び」の実 を る授業実  

取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の 進 

公立小・中学校等において、都や の学 の結 及び 等を生かして

・生徒の学 の実 を し、 題を かにするとともに、 題に応じた

な を した「授業改 進プラン」を 教育 員 の指導の に 成し、

の実施・ ・改 の の 立を ることで、授業改 の をより一 充

実させる。 

また、 学校は、 ・生徒や 者、地域の 、都 に「授業改 進プラン」

を に公 することで、学校教育への理解と を め、学校・ ・地域が一

となって、 ・生徒の学 を る。 

(6) 学校 問の実施 

     「 生徒の学 を るための 」結 に き、学 に 題の る学校へ  

    、 、 数 数学、理 、 等を する指導 事がチームを編成して 問し、    

    指導 を行い、授業改 の を支援する。 

(7) 授業改 や学 指導に関 る 進情 の < ー ンの配 > 

      生徒一人一人の「 かな学 の定 と 」を 指して、 都教育 員  

    が する 進情 等を定 に配 して、学校や教員の教育 を支援する。 

 (8) 指導の一 の 進  

     「 かな学 」を育成する の 進に て 定した ラ ンに き、小学  

  校 数及び中学校数学での な 指導 びに中学校 での な 人  

  数・ 指導を 進し、 ・生徒の学 を る。 

 (9) 学 テップ ップ 進地域指定事業 

 数・数学及び理 に関する ・生徒の 学 の定 を るため、10  

  を学 テップ ップ 進地域として指定し、 学 定 ーによる校    

   や 授業等を した教員への支援及び 部指導員による ・生徒への 等     

   を実施する。 

 (10) 「 ー ッ ・ 」の  

「 ー ッ ・ 」を 後の や 学 でも し、一人一人の学 

    に応じた支援の一 の充実を る。 

 (11) 学 解 に た  

  ・生徒の学 に 題を える公立小・中学校を対象に、 制の や ・

生徒の学 情 の 理、 学 や ャ 教育の 進等の を うための教員を

加配するなど、学 に関する を行う。 

 の （指導部）  

(1) 「都立高校学 ン ー 」 事業 

  都立高等学校による、 校の学 ン ー の 成及び学 ン ー に  

く学 指導の実施 

都立高等学校において、「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン

ー を 成して な学 標を し、校 で ・ な指導を行う。  

また、指導と の により、授業改 と生徒の学 を る。 

) 「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン ー の 成及び 校
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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

   (  の 成 

 進校の成 の 及を るため、 の を行う。 

   (  「 ティ ・ラーニング 進校 」の 成及び 都立高等学校への配  

  (  進校の実 の成 を する 都立高等学校に た実 の  

（2） ー ー 進事業 

 教育 に関する  

  (  、 ー ンを き こす を育成するための教育 の  

 

  (  学 の充実を るための教育 の  

   学 ・学 法の  

  (  学 にお る、 ・ 学 を した、高い での ・  

    ・ 等を育成する学 ・学 法の  

  (  都の 教 「 と 」の  

 

 の の た の （都立学校教育部・指導

部）  

 (1  都立学校にお る進学指導 校等の 進 

関 公立大学等を 指す生徒の進学希望をかなえるため、進学指導 校等に指   

  定された 26 校と中高一貫教育校 10 校による進学指導 の 加校を対象に、

進学対 の充実のために な支援を行う。 

   進学指導 校等の指定 

  (  進学指導 校   校（指定 間 成 25 年 か 成 29 年 まで） 

  (  進学指導 進校  校（指定 間 成 25 年 か 成 29 年 まで） 

  (  進学指導 進校   13校（指定 間 成 25 年 か 成 29 年 まで） 

 部 関による進学指導 ン ティング事業の実施 

学校 とに教 の指導 制や指導 等に対する 題の と改 の を行

う進学指導 ン ティング事業を、年間 校を対象として実施する。 

   進学指導 にお る教 部 の実施 

教 の職務 、 校の生徒の学 の 法、学 のための指導  

の立 法、教 指導法等について学 ための教 部 を 教 で実施する。 

   学 指導員による指導・ の実施 

教 指導や進学指導に関する な を する学 指導員を 学校に定

に し、進学指導に関 る事務や諸 題に対する指導・ を して、 校の進学 

指導事務の を る。  

 

 た教 の （指導部） 

(1  可能な くりに た教育の 進 

可能な くりに た教育 進校を 30 校指定し、 や地域・地

規模等の諸 題について、 ・生徒一人一人が の 題として え、解決を る

取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の １ 

の た め 教 の  

 

＜ １ ・ の の ＞  

 

１ 小・中 の （指導部・人事部）  

(1) 「 生徒の学 を るための 」の実施  

  の  

 ( ) 都教育 員 は、 ・生徒の学 の定 を し、 都にお る教育施  

 に生かす。 

 ( ) 教育 員 は、教育 や指導 法等に関 る 地 の 題及び解決  

 を にし、教育施 に生かす。 

 ( ) 学校は、教育 や指導 法等に関 る 校の 題・解決 を にし、 ・   

    生徒一人一人の学 を る。 

 ( ) 都教育 員 は、都 に対し、公立小・中学校にお る ・生徒の学 の     

    について、 く理解を める。 

  の 及び実施学年 

 ( ) 「学 指導 に されている 標や 」の実 及び「 解く 」の定  

     を するための <
しっ

・ 校 > 

  小学校第 学年 、 、 数、理 の 教    

  中学校第２学年 、 、数学、理 、 の 教  

   (  生徒の学 、学 法、学 など学 に関する や生 に 

       関する  

 ( ) 学校にお る指導 法に関する や人 な教育 の に関する  

(2) 「 生徒の学 を るための 」等についての の  

学 の 、 の ン 及び問題の 、問題 、 の 法・結 

  びに授業改 の ン に関する を 公立小 中学校等の教員及び   

  教育 員 の指導 事を対象に する。 

(3) 「 生徒の学 を るための 」 及び指導 の 成 配  

「 生徒の学 を るための 」結 の を行うことにより、 題を 

かにし、 の解決 としての授業改 の ン を した 及び授業改

の ン を かりやすく した指導 を 成し、 公立小 中学校等及び

教育 員 に配 し、学校にお る授業改 の な を支援する。 

(4) 「 都学 施 員 」の  

   都の学 施 に関する を行う 員 （ 者、 教育 員 の 

、校 の 、 の などか 成）を することにより、  

都教育 員 と 教育 員 との を する。 

(5) 都及び の学 の結 を生かした「授業改 進プラン」を した授業改
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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

ために な を育成するため、 の を 進する。 

   ・対 で深い学びの実 に た授業改  

地域の や 等の実 を するとともに、解決に た を する。 

   の改 及び教 等 な  

教 等の指導 数や の い等を一 にまとめた年間指導 を 成し、  

校 制で に 進する。 

  部人 や地域 等の な  

  (  師として、地域の を き、地域の や 等について 義を  

ることで、教職員の指導 を る。 

  (  師として、大学の を き、 ・対 で深い学びの実 に た授 

業改 の 進に係る指導・ を る。 

(2  ー ン「もったいない」大 の実施 

   への （３ ）について、 た が な行 標を 定し、 の 

を ・地域と して に 進・実 する。 

(3  教育 教 の 成・配  

・生徒に に な を えるとともに、３ をはじめとする に

配 した行 の大切さを理解させ、 の実 を すため、「 教育 教 」を

成し、 公立学校に配 する。 

 

 の （都立学校教育部）  

  の にかか 、 もが して学び てる可能 を 大 すこと

ができるようこれまで支援のなかった、学 の成 を かにする や学校にお

る 合 ・ 学合 等の生徒の により 加する学 を対象とした 学 制

を 成 29 年 か し、生徒が希望する学 等への 加 を する。 

 

＜  教 の ＞  

 
１ 小・中 教 の （指導部）  

(1  「小学生 学 」の実施 

公立小学校（義務教育学校 及び 支援学校小学部を む。） の理数 

に対する を高めるため、理数に関 る を する「小学生 学 」を実

施する。 

(2  「 ニ 学 」の実施 

学に高い ・関 が る公立中学校（義務教育学校後 、中等教育学校

及び 支援学校中学部を む。）生徒の ・能 を に するため、 学

の か 指導を る「 ニ 学 」を実施する。 

(3  「中学生 学 ンテ 」の実施 

中学生の理 ・数学等に対する ・能 を に するとともに、 学 きの中 

学生の を るため、理 ・数学等の能 を い合い切磋琢磨
せ っ さ た く ま

する「中学生 学

取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の 進 

公立小・中学校等において、都や の学 の結 及び 等を生かして

・生徒の学 の実 を し、 題を かにするとともに、 題に応じた

な を した「授業改 進プラン」を 教育 員 の指導の に 成し、

の実施・ ・改 の の 立を ることで、授業改 の をより一 充

実させる。 

また、 学校は、 ・生徒や 者、地域の 、都 に「授業改 進プラン」

を に公 することで、学校教育への理解と を め、学校・ ・地域が一

となって、 ・生徒の学 を る。 

(6) 学校 問の実施 

     「 生徒の学 を るための 」結 に き、学 に 題の る学校へ  

    、 、 数 数学、理 、 等を する指導 事がチームを編成して 問し、    

    指導 を行い、授業改 の を支援する。 

(7) 授業改 や学 指導に関 る 進情 の < ー ンの配 > 

      生徒一人一人の「 かな学 の定 と 」を 指して、 都教育 員  

    が する 進情 等を定 に配 して、学校や教員の教育 を支援する。 

 (8) 指導の一 の 進  

     「 かな学 」を育成する の 進に て 定した ラ ンに き、小学  

  校 数及び中学校数学での な 指導 びに中学校 での な 人  

  数・ 指導を 進し、 ・生徒の学 を る。 

 (9) 学 テップ ップ 進地域指定事業 

 数・数学及び理 に関する ・生徒の 学 の定 を るため、10  

  を学 テップ ップ 進地域として指定し、 学 定 ーによる校    

   や 授業等を した教員への支援及び 部指導員による ・生徒への 等     

   を実施する。 

 (10) 「 ー ッ ・ 」の  

「 ー ッ ・ 」を 後の や 学 でも し、一人一人の学 

    に応じた支援の一 の充実を る。 

 (11) 学 解 に た  

  ・生徒の学 に 題を える公立小・中学校を対象に、 制の や ・

生徒の学 情 の 理、 学 や ャ 教育の 進等の を うための教員を

加配するなど、学 に関する を行う。 

 の （指導部）  

(1) 「都立高校学 ン ー 」 事業 

  都立高等学校による、 校の学 ン ー の 成及び学 ン ー に  

く学 指導の実施 

都立高等学校において、「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン

ー を 成して な学 標を し、校 で ・ な指導を行う。  

また、指導と の により、授業改 と生徒の学 を る。 

) 「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン ー の 成及び 校
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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

ンテ 」を実施する。 

(4) 小・中学校にお る「 ・実 ン 」の配 支援 

小学校・中学校の理 授業に、学生や 人、地域人 等を「 ・実 指導  

ッ 」として配 し、 や実 等の充実を る。 

(5) 「理 支援 ランティ 地域」の指定 

   小学校・中学校にお る地域人 等の ランティ の理 授業に係る について 

な 法を する。 

(6) 理 教育 ン ン の実施 

理 を指導する小学校や中学校等の教員が、都や にお る 題や 進事 を  

するとともに、改定学 指導 の を まえた理 教育の改 ・充実を ること

ができるよう、 を する。 

 

 教 の （都立学校教育部、指導部）

(1) 「理数 ー ン校」、「理数 ー校」の充実  

   学 に する能 や 、 題を解決する能 、 理 、 学 な ・ 

を育成するため、生徒一人一人のテー に く を ラムに  

り入れる。 

   大学や 関と した の実 ・ 義を して理数に でた生徒の能 の 

一 の を る。 

  大学教授等の か の指導により、 の充実を り、生徒の進 実 に 

た の を る。 

   学の （「 学の 都大 」及び「 」）を して、プ ン 

   テー ン能 ・ 等の育成を る。 

   「 学の 大 」への 場や 学 ンテ 等の 入 を 指す。 

(2） 理数 校の指定 

   理数に を つ生徒の 大に り む学校を「理数 校」として 24 校指 

定する。 

   生徒が理数に関する を行うとともに、 の成 を校 や 学 ンテ 等 

で する。 

   学の （「 学の 都大 」への 場及び「 」にお る  

）に 加して、 ・交流を じて互いに高め合い、理数に関する ・関

と ・ 能の なる を る。 

（3） 理数 ラ 事業の実施 

   指定校 の学校の生徒の中か 理数に でた生徒を し、 の 学  

人 となるよう育成を る。 

   大学や 関等と し、指定校 の学校の生徒に対して、 や実 など  

な 題解決 学 や の を 、理数に関する関 ・ を高める。 

   等を した 年 ラ と 業 間を した 中ラ の実施を し 

て、 を進める 法を に るとともに、 ・ ・ を高める。 

（4） 医学部等への進学を希望する生徒による「チーム」の結成 

取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の １ 

の た め 教 の  

 

＜ １ ・ の の ＞  

 

１ 小・中 の （指導部・人事部）  

(1) 「 生徒の学 を るための 」の実施  

  の  

 ( ) 都教育 員 は、 ・生徒の学 の定 を し、 都にお る教育施  

 に生かす。 

 ( ) 教育 員 は、教育 や指導 法等に関 る 地 の 題及び解決  

 を にし、教育施 に生かす。 

 ( ) 学校は、教育 や指導 法等に関 る 校の 題・解決 を にし、 ・   

    生徒一人一人の学 を る。 

 ( ) 都教育 員 は、都 に対し、公立小・中学校にお る ・生徒の学 の     

    について、 く理解を める。 

  の 及び実施学年 

 ( ) 「学 指導 に されている 標や 」の実 及び「 解く 」の定  

     を するための <
しっ

・ 校 > 

  小学校第 学年 、 、 数、理 の 教    

  中学校第２学年 、 、数学、理 、 の 教  

   (  生徒の学 、学 法、学 など学 に関する や生 に 

       関する  

 ( ) 学校にお る指導 法に関する や人 な教育 の に関する  

(2) 「 生徒の学 を るための 」等についての の  

学 の 、 の ン 及び問題の 、問題 、 の 法・結 

  びに授業改 の ン に関する を 公立小 中学校等の教員及び   

  教育 員 の指導 事を対象に する。 

(3) 「 生徒の学 を るための 」 及び指導 の 成 配  

「 生徒の学 を るための 」結 の を行うことにより、 題を 

かにし、 の解決 としての授業改 の ン を した 及び授業改

の ン を かりやすく した指導 を 成し、 公立小 中学校等及び

教育 員 に配 し、学校にお る授業改 の な を支援する。 

(4) 「 都学 施 員 」の  

   都の学 施 に関する を行う 員 （ 者、 教育 員 の 

、校 の 、 の などか 成）を することにより、  

都教育 員 と 教育 員 との を する。 

(5) 都及び の学 の結 を生かした「授業改 進プラン」を した授業改
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取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

    生徒の多様な進学ニーズに対応するため、都立戸山高等学校において、医学部等 

への進学を希望する生徒同士で互いに切磋
せ っ さ

琢磨
た く ま

し支え合うチームを結成し、進学指導

を充実させるとともに、病院の職場見学や医療関係者との交流、医学部の大学教授に 

による模擬授業など、医療への理解を深め医師になる志を育む、３年間一貫した育成

プログラムを実施する。 

 

＜その他の事務事業＞  

 

１  小１問題・中１ギャップの予防・解決のための教員加配（地域教育支援部・人事部） 

小学校や中学校への入学直後の小１問題や中１ギャップを予防・解決するために、１

学級 35 人の学級編制を可能とする教員加配を行っている。「公立義務教育諸学校の学級

編制及び教職員定数の標準に関する法律」の改正により、小学校第１学年には 35 人学級

編制が導入されたため、小学校第２学年及び中学校第１学年について加配の対象として

いる。 

なお、加配対象校は、学校の実情に応じて、学級規模の縮小のほか、ティーム・ティ 

ーチングなどを選択することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

取組の方向１ 個々の子供に応じたきめ細かい教育の充実 

の 進 

公立小・中学校等において、都や の学 の結 及び 等を生かして

・生徒の学 の実 を し、 題を かにするとともに、 題に応じた

な を した「授業改 進プラン」を 教育 員 の指導の に 成し、

の実施・ ・改 の の 立を ることで、授業改 の をより一 充

実させる。 

また、 学校は、 ・生徒や 者、地域の 、都 に「授業改 進プラン」

を に公 することで、学校教育への理解と を め、学校・ ・地域が一

となって、 ・生徒の学 を る。 

(6) 学校 問の実施 

     「 生徒の学 を るための 」結 に き、学 に 題の る学校へ  

    、 、 数 数学、理 、 等を する指導 事がチームを編成して 問し、    

    指導 を行い、授業改 の を支援する。 

(7) 授業改 や学 指導に関 る 進情 の < ー ンの配 > 

      生徒一人一人の「 かな学 の定 と 」を 指して、 都教育 員  

    が する 進情 等を定 に配 して、学校や教員の教育 を支援する。 

 (8) 指導の一 の 進  

     「 かな学 」を育成する の 進に て 定した ラ ンに き、小学  

  校 数及び中学校数学での な 指導 びに中学校 での な 人  

  数・ 指導を 進し、 ・生徒の学 を る。 

 (9) 学 テップ ップ 進地域指定事業 

 数・数学及び理 に関する ・生徒の 学 の定 を るため、10  

  を学 テップ ップ 進地域として指定し、 学 定 ーによる校    

   や 授業等を した教員への支援及び 部指導員による ・生徒への 等     

   を実施する。 

 (10) 「 ー ッ ・ 」の  

「 ー ッ ・ 」を 後の や 学 でも し、一人一人の学 

    に応じた支援の一 の充実を る。 

 (11) 学 解 に た  

  ・生徒の学 に 題を える公立小・中学校を対象に、 制の や ・

生徒の学 情 の 理、 学 や ャ 教育の 進等の を うための教員を

加配するなど、学 に関する を行う。 

 の （指導部）  

(1) 「都立高校学 ン ー 」 事業 

  都立高等学校による、 校の学 ン ー の 成及び学 ン ー に  

く学 指導の実施 

都立高等学校において、「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン

ー を 成して な学 標を し、校 で ・ な指導を行う。  

また、指導と の により、授業改 と生徒の学 を る。 

) 「都立高校学 ン ー 」を に 校の学 ン ー の 成及び 校


